
７．その他 
（１）議案・報告（議決を要するもの） 

 

議 案 番 号 件   名 内     容（ 主 な も の ） 
付 託 

委 員 会 

議 決 月 日 

結 果 

採 決 状 況 

議 案 

第 ２ ６ 号 

指定管理者の指

定について 

堺市都市緑化センター管理運営について、指定

管理期間の終了に伴い、公募の上、選定要件に沿

って審査を行った結果、アメニス・ECCOMグループ

を指定管理者として令和５年４月１日から令和８

年３月３１日までの期間指定しようとするもの 

建 設 

３ 月 １ ７ 日 

可 決 

全 会 一 致 

議 案 

第 ２ ７ 号 

包括外部監査契

約の締結につい

てについて 

行財政運営に関し、優れた識見を有する外部の

者の監査を受け、また監査の結果に関する報告の

提出を受けることを内容とする契約で、地方自治

法第２５２条の３６第１項の規定に基づき、締結

するもの 

 

相手方：弁護士 田上智子氏 

契約期間：令和５年４月１日から令和６年３月31 

日まで 

総 務 

財 政 

３ 月 １ ７ 日 

同 意 

全 会 一 致 

議 案 

第 ２ ８ 号 

市道路線の認定

について 

認定：13路線 

延長：1,009メートル 
建 設 

３ 月 １ ７ 日 

可 決 

全 会 一 致 

議 案 

第 ４ ３ 号 

訴えの提起につ

いて 

堺市立男女共同参画センターのうち１階連絡室

部分について、堺市女性団体協議会は本市が行政

財産の目的外使用許可をしていない令和５年１月

１日以後も占有を続けている。同センターについ

ては、令和５年４月から施設全体を対象に指定管

理者制度を導入し、１階連絡室においても指定管

理業務を行うが、このままでは準備ができず市民

サービスに影響を及ぼすため、同団体に対し対象

物件の明渡し及び民法第７０３条に基づく不当利

得返還請求として、令和５年１月１日から対象物

件の明渡し済みに至るまでの占有に係る金員の支

払いを求める訴えを提起するもの 

省 略 

２ 月 １ ０ 日 

同 意 

起 立 多 数 

報 告 

第 １ 号 

損害賠償の額の

決定の専決処分

の報告について 

令和２年度から令和４年度にわたり、市立浜寺

石津小学校に勤務をしていた元学校事務職員が保

護者からの預かり金である学校徴収金を横領をし

ていた。そのため同校が一括して相手方から購入

し、既に納品され金額が確定している児童の教材

文 教 

３ 月 １ ７ 日 

承 認 

全 会 一 致 



議 案 番 号 件   名 内     容（ 主 な も の ） 
付 託 

委 員 会 

議 決 月 日 

結 果 

採 決 状 況 

費、金１１０万２，８８０円について請求行為が

なされているが、学校徴収金から支払いができず

に未納となっているため、早急に支払いを完了さ

せる必要があるもの 

専決処分日 令和5年1月20日 

損害賠償額 1,102,880 円 

議 案 

第 ４ ６ 号 
和解について 

平成28年に本市が発注した北部地域整備事務所

外壁改修他工事の施工者及び当該工事の設計者を

相手方とする訴訟について和解を行うもの 

本訴訟では、当該工事において、アスベストを

含有する建材の落下事故が発生したことに伴い、

当該請負契約の解除に伴う違約金、契約解除まで

の工事の出来高及び双方が被ったとする損害の賠

償責任について争った。 

これに対し、令和4年12月に大阪地方裁判所堺

支部より和解案の提示があり、協議の結果、令和 5

年3月に和解条項が示された。この和解条項を検

討した結果、これを受け入れることは妥当である

と認められるので、当該和解条項のとおり和解を

しようとするもの 

省 略 

５ 月 １ ９ 日 

同 意 

全 会 一 致 

報 告 

第 ５ 号 

損害賠償の額の

決定の専決処分

の報告について 

平成19年12月18日午後3時50分頃、堺市立

大泉中学校で野球部の活動中、部活動外部指導員

の過失により、相手方の口腔部を負傷させたもの  

専決処分日 令和5年4月13日 

損害賠償額 4,144,916 円 

省 略 

５ 月 １ ９ 日 

承 認 

全 会 一 致 

議 員 提 出 

議 案 

第 １ １ 号 

孤独・孤立社会対

策調査特別委員

会の設置等につ

いて 

１．本市議会に、地方自治法第109条第1項及び

堺市議会委員会条例第 5条の規定に基づき、孤

独・孤立社会対策調査特別委員会 (以下「委員

会」という。)を設置する。 

２．委員会は、コロナ禍で、自殺、孤独死、引き

こもり、ヤングケアラー、不登校等の孤独・孤

立にまつわる課題が一層深刻になっていること

から、地域、学校等における孤独・孤立や、産

前産後、幼少期、就学期、若者から高齢者に至

る人生の各ステージにおける孤独・孤立を解消

し、市民の心豊かな社会を実現するための総合

的な対策について調査審議することを目的とす

省 略 

５ 月 １ ９ 日 

可 決 

全 会 一 致 



議 案 番 号 件   名 内     容（ 主 な も の ） 
付 託 

委 員 会 

議 決 月 日 

結 果 

採 決 状 況 

る。 

３．委員会の委員の定数は12人とする。 

４．委員会の審議は、議会の閉会中を含め、議会

が委員会の設置目的の終了を議決するまで継続

して行うものとする。 

議 員 提 出 

議 案 

第 １ ２ 号 

新たな危機に立

ち向かうまちづ

くり調査特別委

員会の設置等に

ついて 

１．本市議会に、地方自治法第 109条第1項及び

堺市議会委員会条例第 5条の規定に基づき、新

たな危機に立ち向かうまちづくり調査特別委員

会 (以下「委員会」という。)を設置する。 

２．委員会は、気候変動や緊迫する国際情勢の中

で、大規模な自然災害や、食糧、エネルギーな

どの安全保障上の問題も含め、市民生活を脅か

す様々な危機事象が発生していることから市民

の生命と安全を守る基礎自治体として何をなす

べきか、調査審議することを目的とする。 

３．委員会の委員の定数は12人とする。 

４．委員会の審議は、議会の閉会中を含め、議会

が委員会の設置目的の終了を議決するまで継続

して行うものとする。 

省 略 

５ 月 １ ９ 日 

可 決 

全 会 一 致 

議 員 提 出 

議 案 

第 １ ３ 号 

人口減少対策調

査特別委員会の

設置等について 

１．本市議会に、地方自治法第 109条第1項及び

堺市議会委員会条例第 5条の規定に基づき、人 

口減少対策調査特別委員会(以下「委員会」とい

う。)を設置する。  

２．委員会は、こども家庭庁の発足を受け、持続

可能な自治体運営の最大の脅威と言える人口減 

少問題に立ち向かうべく、人口誘導に資する子

育て支援、産業振興、まちづくりとそれらの効

果的な情報発信、ICTやAIの活用について調査

審議することを目的とする。  

３．委員会の委員の定数は12人とする。  

４．委員会の審議は、議会の閉会中を含め、議会

が委員会の設置目的の終了を議決するまで継続

して行うものとする。 

省 略 

５ 月 １ ９ 日 

可 決 

全 会 一 致 

議 案 

第 ５ １ 号 

指定管理者の指

定について 

堺市立町家歴史館等の設置目的をより効果的・

効率的に達成し、市民サービスの向上を図るとい

う観点から、公募の上、選定要件に沿って審査を

行った結果、株式会社パソナジョイナスを指定管

省 略 

６ 月 ２ １ 日 

可 決 

全 会 一 致 



議 案 番 号 件   名 内     容（ 主 な も の ） 
付 託 

委 員 会 

議 決 月 日 

結 果 

採 決 状 況 

理者として、令和5年8月1日から令和11年3月

31日までの期間指定しようとするもの 

議 案 

第 ５ ２ 号 

堺市及び泉大津

市におけるはし

ご付消防自動車

の共同運用に係

る連携協約の締

結に 関する協議

について 

 泉大津市と４０メートル級のはしご付消防自動

車の運用等を連携協力することにより、消防力の

強化が図られ、また、効率的・効果的な運営が可

能となることから、堺市及び泉大津市におけるは

しご付消防自動車の共同運用について、連携協約

案をもって泉大津市と協議するもの 

省 略 

 

６ 月 ２ １ 日 

可 決 

全 会 一 致 

議 案 

第 ５ ３ 号 

市道路線の認定

及び廃止につい

て 

認定：10路線 

延長：474メートル 

廃止：1路線 

延長：321メートル 

省 略 

６ 月 ２ １ 日 

可 決 

全 会 一 致 

議 案 

第 ９ ５ 号 

指定管理者の指

定について 

堺市民芸術文化ホール及び堺市翁橋公園の設置

目的をより効果的、効率的に達成し、市民サービ

スの向上を図るという観点から、公募の上、選定

要件に沿って審査を行った結果、フェニーチェ堺

共同事業体を指定管理者として、令和６年４月１

日から令和１６年３月３１日までの期間、指定し

ようとするもの 

産 業 

環 境 

９ 月 ２ ８ 日 

可 決 

全 会 一 致 

議 案 

第 ９ ６ 号 

ＰＦＩによる大

浜体育館建替整

備運営事業に係

る事業契約の変

更について 

大浜体育館建替整備運営事業に係る設計、建設、

維持管理及び運営に関する事業契約の変更を行う

もの 

変更契約の相手方は、つながリーナ大浜ＰＦＩ

株式会社で、変更内容は物価変動に伴い、維持管

理及び運営の金額を変更するもの 

契約金額は５，４５６万４，０８１円増額して、

８９億７，６０７万７，６１１円とし、令和５年

８月１５日に仮契約を締結したもの 

産 業 

環 境 

９ 月 ２ ８ 日 

可 決 

全 会 一 致 

議 案 

第 ９ ７ 号 

市道路線の認定

について 

認定：5路線 

延長：235メートル 建 設 

９ 月 ２ ８ 日 

可 決 

全 会 一 致 

議 案 

第 ９ ８ 号 

線路又は工事方

法書記載事項変

更認可申請に対

する道路管理者

意見について 

南海本線連続立体交差事業に伴う阪堺線の本市

道路区域内への移設について、大阪府から意見照

会があり、道路管理上支障がないことを回答する

ことについて議会の同意を求めるもの 

建 設 

９ 月 ２ ８ 日 

同 意 

全 会 一 致 



議 案 番 号 件   名 内     容（ 主 な も の ） 
付 託 

委 員 会 

議 決 月 日 

結 果 

採 決 状 況 

報 告 

第 １ ５ 号 

損害賠償の額の

決定の専決処分

の報告について 

令和５年５月１０日、午前１０時２５分頃、

堺市南区鉢ヶ峯寺７７３番地内の堺公園墓地内

において、樹木が倒れ込み、相手方が所有する

墓石等を破損したもの 

専決処分日 令和 5年 7月 27日 

損害賠償額 3,113,000 円 

建 設 

９ 月 ２ ８ 日 

承 認 

全 会 一 致 

議 案 

第１１７号 

指定管理者の指

定について 

堺市立ビッグバンの管理運営について、指定期

間の満了に終了に伴い、公募の上、選定要件に沿

って審査を行った結果、株式会社丹青社を指定管

理者として、令和６年４月１日から令和９年３月

３１日までの期間、指定しようとするもの 

総 務 

財 政 

１２月２０日 

可 決 

全 会 一 致 

議 案 

第１１８号 

指定管理者の指

定について 

堺市立人権ふれあいセンターにおける管理運営

について、指定期間の終了に伴い、公募の上、選

定要件に沿って審査を行った結果、ＪＳＡグルー

プを指定管理者として、令和６年４月１日から令

和１１年３月３１日までの期間、指定しようとす

るもの 

市 民 

人 権 

１２月２０日 

可 決 

全 会 一 致 

議 案 

第１１９号 

指定管理者の指

定について 

堺市立文化館の管理運営について、指定管理期

間の終了に伴い、公募の上、選定要件に沿って審

査を行った結果、公益財団法人堺市文化振興財団

を指定管理者として、令和６年４月１日から令和

１１年３月３１日までの期間、指定しようとする

もの 

産 業 

環 境 

１２月２０日 

可 決 

全 会 一 致 

議 案 

第１２０号 

指定管理者の指

定について 

堺市金岡公園体育館、堺市金岡公園陸上競技場、

堺市金岡公園野球場及び堺市金岡公園テニスコー

トの管理運営について、指定期間の終了に伴い、

公募の上、選定要件に沿って審査を行った結果、

堺市教育スポーツ振興事業団・ミズノグループを

指定管理者として、令和６年４月１日から令和９

年３月３１日までの期間、指定しようとするもの 

産 業 

環 境 

１２月２０日 

可 決 

全 会 一 致 

議 案 

第１２１号 

指定管理者の指

定について 

堺市立のびやか健康館の管理運営について、指

定期間の終了に伴い、公募の上、選定要件に沿っ

て審査を行った結果、株式会社ＣＯＳＰＡウエル

ネスを指定管理者として、令和６年４月１日から

令和１１年３月３１日までの期間、指定しようと

するもの 

産 業 

環 境 

１２月２０日 

可 決 

全 会 一 致 



議 案 番 号 件   名 内     容（ 主 な も の ） 
付 託 

委 員 会 

議 決 月 日 

結 果 

採 決 状 況 

議 案 

第１２２号 

指定管理者の指

定について 

堺市立青少年センター及び堺市立青少年の家の

管理運営について、指定期間の終了に伴い、公募

の上、選定要件に沿って審査を行った結果、日本

環境マネジメント株式会社を指定管理者として、

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

の期間、指定しようとするもの 

健 康 

福 祉 

１２月２０日 

可 決 

全 会 一 致 

議 案 

第１２３号 

指定管理者の指

定について 

堺市立勤労者総合福祉センターの管理運営につ

いて、指定管理期間の終了に伴い、公募の上、選

定要件に沿って審査を行った結果、日本環境マネ

ジメント株式会社を指定管理者として、令和６年

４月１日から令和１１年３月３１日までの期間、

指定しようとするもの 

産 業 

環 境 

１２月２０日 

可 決 

全 会 一 致 

議 案 

第１２４号 

指定管理者の指

定について 

堺自然ふれあいの森の管理運営について、指定

管理期間の終了に伴い、公募の上、選定要件に沿

って審査を行った結果、ふれあいの森パートナー

ズを指定管理者として、令和６年４月１日から令

和１１年３月３１日までの期間、指定しようとす

るもの 

建 設 

１２月２０日 

可 決 

全 会 一 致 

議 案 

第１２５号 

指定管理者の指

定について 

堺市霊園及び堺市立霊堂の管理運営について、

公募の上、選定要件に沿って審査を行った結果、

株式会社オフィスＳＫＧを指定管理者として、令

和６年４月１日から令和１１年３月３１日までの

期間、指定しようとするもの 

建 設 

１２月２０日 

可 決 

全 会 一 致 

議 案 

第１２６号 

関西広域連合規

約の変更に関す

る協議について 

本市が構成団体の一員である関西広域連合が処

理する事務のうち、奈良県に係るものについては、

一部の事務に限定して処理していたが、今後の事

務の取組の実効性を高め、関西全体における事業

効果の一層の向上を図るため、全ての事務を処理

することとし、所要の改正等を行うもの 

総 務 

財 政 

１２月２０日 

可 決 

全 会 一 致 

議 案 

第１２７号 

地方独立行政法

人堺市立病院機

構第４期中期目

標の策定につい

て 

地方独立行政法人法第２５条第１項の規定によ

り、地方独立行政法人堺市立病院機構が達成すべ

き業務運営に関する目標を定めるもの 
健 康 

福 祉 

１２月２０日 

可 決 

全 会 一 致 



議 案 番 号 件   名 内     容（ 主 な も の ） 
付 託 

委 員 会 

議 決 月 日 

結 果 

採 決 状 況 

議   案

第１２８号 

本市において住

居表示を実施す

る市街地の区域

及び当該区域に

おける住居表示

の方法について 

大和川左岸（三宝）土地区画整理事業区域の

一部の住居表示を整備するため、市街地の区域

及び当該区域における住居表示の方法について

定めるもの 

市 民 

人 権 

１２月２０日 

可 決 

全 会 一 致 

議   案

第１２９号 

当せん金付証票

の発売について 

当せん金付証票法第４条第１項の規定によ

り、令和６年度における当せん金付証票、いわ

ゆる宝くじの発売総額を７０億円以内とするこ

とについて、議会の議決を求めるもの 

総 務 

財 政 

１２月２０日 

可 決 

全 会 一 致 

議 案 

第１３０号 

市道路線の認定

について 

認定：12路線 

延長：1,299メートル 
建 設 

１２月２０日 

可 決 

全 会 一 致 

議 案 

第１３７号 

指定管理者の指

定について 

堺市立北こどもリハビリテーションセンターに

ついて、指定期間の終了に伴い、公募の上、選定

要件に沿って審査を行った結果、社会福祉法人堺

市社会福祉事業団を指定管理者として、令和６年

４月１日から令和１１年３月３１日までの期間、

指定しようとするもの 

健 康 

福 祉 

１２月２０日 

可 決 

全 会 一 致 

議 案 

第１３８号 

指定管理者の指

定について 

堺市立南こどもリハビリテーションセンターに

ついて、指定期間の終了に伴い、選定要件に沿っ

て審査を行った結果、社会福祉法人堺市社会福祉

事業団を指定管理者として、令和６年４月１日か

ら令和１１年３月３１日までの期間、指定しよう

とするもの 

健 康 

福 祉 

１２月２０日 

可 決 

全 会 一 致 

報 告 

第 ２ ０ 号 

損害賠償の額の

決定の専決処分

の報告について 

令和５年３月７日午前９時４０分頃、堺市東区

菩提町５丁６１地先において、相手方が自転車で

走行中、本市が管理する転落防止柵にもたれかか

ったところ、転落防止柵の片方の支柱の基礎が外

れ、水路へ転落し負傷したもの 

専決処分日 令和 5年 10月 26日 

損害賠償額 2,494,108 円 

産 業 

環 境 

１２月２０日 

承 認 

全 会 一 致 

報 告 

第 ２ １ 号 

損害賠償の額の

決定の専決処分

の報告について 

令和５年５月３１日午前１０時１０分ごろ、堺

市南区鉢ヶ峯寺７７３番地内の堺公園墓 地内に

おいて、樹木が根本付近で折れて倒木しているこ

とが判明し、相手方が所有する墓石等を破損した

建 設 

１２月２０日 

承 認 

全 会 一 致 



議 案 番 号 件   名 内     容（ 主 な も の ） 
付 託 

委 員 会 

議 決 月 日 

結 果 

採 決 状 況 

もの 

専決処分日 令和 5年 10月 26日 

損害賠償額 2,074,600円 

報 告 

第 ２ ２ 号 

損害賠償の額の

決定の専決処分

の報告について 

令和５年５月３１日午前１０時１０分ごろ、堺

市南区鉢ヶ峯寺７７３番地内の堺公園墓 地内に

おいて、樹木が根本付近で折れて倒木しているこ

とが判明し、相手方が所有する墓石等を破損した

もの 

専決処分日 令和 5年 10月 26日 

損害賠償額 2,453,000円 

建 設 

１２月２０日 

承 認 

全 会 一 致 

報 告 

第 ２ ３ 号 

損害賠償の額の

決定の専決処分

の報告について 

令和５年５月３１日午前１０時１０分ごろ、堺

市南区鉢ヶ峯寺７７３番地内の堺公園墓 地内に

おいて、樹木が根本付近で折れて倒木しているこ

とが判明し、相手方が所有する墓石等を破損した

もの 

専決処分日 令和 5年 10月 26日 

損害賠償額 3,113,000円 

建 設 

１２月２０日 

承 認 

全 会 一 致 

 


